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日本動物理学療法研究会会則	 

	 

	 
第 1 章	 総則	 
	 

	 	 第１条	 

	 	 	 	 	 	 本会は、日本動物理学療法研究会(Japanese	 Society	 of	 Animal	 

Physical	 Therapy	 (JSAPT))	 （以下「本会」という）と称する。	 

	 

（目的）	 

	 	 第２条	 

	 	 	 	 	 	 本会は、動物の理学療法に関する研究、教育、および普及を図るこ

とにより、理学療法士および関連職種の資質の向上を支援するとともに、

学術文化の発展に寄与することを目的とする。	 

	 

（事業）	 

	 	 第３条	 

	 	 	 	 	 	 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。	 

	 	 	 (1)学術集会、講演会ならびに講習会の開催	 

	 	 	 (2)会報などの発行	 

	 	 	 (3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業	 

	 

（事務局）	 

	 	 第４条	 

	 	 	 	 	 	 本会の事務局は、会長、副会長、その他役員いずれかの勤務所在地に

おく。	 

	 

	 

第2章  会員	 
	 

（会員）	 

	 	 第５条	 

	 	 	 	 	 	 本会の会員は、次のとおりとする。	 
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	 	 	 (1)正	 会	 員：本会の趣旨に賛同する理学療法士国家資格を有する者で、	 	 	 	 	 	 	 

別に定める会費を納入する者	 

	 	 	 (2)副会員：本会の趣旨に賛同する理学療法士以外の者で、別に定める

会費を納入する者	 

	 	 (3)賛助会員：本会の趣旨に賛同し、別に定める会費を納入する団体、	 

	 	 	 法人あるいは企業	 

	 	 (4)賛助会員の規定については、これを別に定める。	 

	 

（会費）	 

	 	 第６条	 

	 	 	 	 	 	 正会員および賛助会員は、会則第５条に基づき、次の年会費を毎年 4

月 1日～6月末日までに納入しなくてはならない。	 

	 	 	 (1)正会員：３０００円	 

	 	 	 (2)副会員：３０００円	 

	 	 (3)賛助会員：２００００円	 

	 

（納入金の返還）	 

	 	 第７条	 

	 	 	 	 	 	 本会に、一旦納入された入会金、会費、協賛金などは、いかなる理

由があってもこれを返還しないものとする。	 

	 

（資格の喪失）	 

	 	 第８条	 

	 	 	 	 	 	 会員は、次の理由によって資格を喪失する。	 

	 	 	 (1)退会したとき。	 

	 	 	 (2)成年被後見人もしくは成年被保佐人の宣告を受けたとき。	 

	 	 	 (3)死亡もしくは失踪宣告を受けあるいは会員である法人、団体、企業

が解散したとき。	 

	 	 	 (4)会費を２年以上滞納し、催告に応じないとき。	 

	 

（退会）	 

	 	 第９条	 

	 	 	 	 	 	 会員が退会しようとするときは、退会届を事務局に提出しなければ

ならない。	 

	 

（除名）	 
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	 	 第１０条	 

	 	 	 	 	 	 会員が次の各号に該当するときは、総会の議決を得て、会長がこれ

を除名することができる。	 

	 	 	 (1)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったと

き。	 

	 	 	 (2)本会の会員としての義務に違反したとき。	 

	 

	 

第 3 章	 役員	 
	 

（役員）	 

	 	 第１１条	 

	 	 	 	 	 	 本会には、次の役員をおく。	 

	 	 	 (1)会長	 	 	 １名	 

	 	 	 (2)副会長	 	 ２名	 

	 	 	 (3)理事	 	 	 ６－１０名	 （会長および副会長を含む）	 

	 	 	 (4)監事	 	 	 ２名	 

	 

（役員の選任）	 

	 	 第１２条	 

	 	 	 	 	 	 役員の選任方法は、次のとおりとする。	 

	 	 	 (1)会長は、任期満了の場合は６か月前、または事故等によりその職務

を遂行できない場合は、直ちに選挙管理委員会を設けて正会員の中から選

任し、総会の承認をうける。なお、選挙管理委員会は、第２１条に定める

職務を遂行する。	 

	 	 	 (2)副会長は、会長が正会員の中から指名推薦し、総会の承認をうけ

る。	 

	 	 	 (3)理事は、正副会長が正会員の中から指名推薦し、総会の承認をうけ

る。	 

	 	 	 (4)監事は、正副会長が正会員の中から指名推薦し、総会の承認をうけ

る。	 

	 

（会長および副会長の職務）	 

	 	 第１３条	 

	 	 	 	 (1)会長は、本会を代表し会務を統括する。	 
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	 	 	 	 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、あるいは会長が欠

けたときは、その職務を代行する。	 

	 

（理事の職務）	 

	 	 第１４条	 

	 	 	 	 	 	 理事は、理事会を組織し、次の事項を議決する。	 

	 	 	 (1)総会の議決した事項の執行に関すること。	 

	 	 	 (2)総会の招集および総会に付議すべき事項に関すること。	 

	 	 	 (3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。	 

	 

（監事の職務）	 

	 	 第１５条	 

	 	 	 	 	 	 監事は、本会の財産および業務に関し、次の各号に定める業務を行

う。	 

	 	 	 (1)本会の財産の状況を監査すること。	 

	 	 	 (2)理事の会務の状況を監査すること。	 

	 	 	 (3)財産あるいは会務について、不正あるいは不実を察知、発見したと

きは、これを理事会および総会に報告しなければならない。	 

	 

（役員の任期）	 

	 	 第１６条	 

	 	 	 	 	 	 役員の任期は、３年とし再任を妨げない。	 

	 	 	 	 (1)補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。	 

	 	 	 	 (2)役員は、辞任あるいは任期満了の場合においても、後任者が就任す

るまでは、その職務を行うものとする。	 

	 

（役員の解任）	 

	 	 第１７条	 

	 	 	 	 	 	 役員が次の各号の一に該当するときは理事会および総会におい各々

４分の３以上の議決により、会長はこれを解任することができる。	 

	 	 	 (1)心身の障害のため、職務の遂行に耐え得ないと認められたとき。	 

	 	 	 (2)職務上の義務違反あるいは役員としてふさわしくない行為があると

認められたとき。	 

	 

（顧問）	 

	 	 第１８条	 
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	 	 	 	 	 	 顧問をおくことができる。	 

	 	 	 	 (1)顧問は、理事会の過半数以上の同意を得て、会長が委嘱する。	 

	 	 	 	 (2)顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、または会議に出席して意

見を述べることができる。	 

	 

	 

第 4 章	 会議	 
	 

（会議）	 

	 	 第１９条	 

	 	 	 	 	 	 本会には、次の会議をおく。	 

	 	 	 (1)理事会	 

	 	 	 (2)委員会	 

	 	 	 (3)総会	 

	 

（理事会）	 

	 	 第２０条	 

	 	 	 	 1.理事会は、少なくとも年に１回開催する。	 

	 	 	 	 2.理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。ただし、当該議

事につき予め書面をもって評決を委任した者は出席したものとみなす。	 

	 	 	 	 3.理事会の議長は、会長とする。	 

	 	 	 	 4.理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。	 

	 	 	 	 5.会長は、理事会を必要に応じて招集できる。また、理事の過半数よ

り会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、すみやかに理事会を

招集しなければならない。	 

	 	 	 	 6.紙上理事会は、必要に応じて随時行う。	 

	 

（委員会）	 

	 	 第２１条	 

	 	 	 	 1.本会には、事業の円滑運営のため委員会を設けることができる。	 

	 	 	 	 2.委員長は、理事より選任し、委員会を統括する。	 

	 	 	 	 3.委員は、委員長が推薦し、会長が委嘱する。	 

	 	 	 	 4.委員長は、委員会の招集を随時行い、活動内容ならびに進捗状況を

理事会に報告する。	 
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（総会）	 

	 	 第２２条	 

	 	 	 	 1.通常総会は、毎年１回会長が招集する。	 

	 	 	 	 2.通常総会は、毎年 1回学術集会時に開催する。	 

	 	 	 	 3.臨時総会は、会長または理事の過半数が必要と認めた場合に招集す

ることができる。	 

	 	 	 	 4.監事が、会則第１５条の職務を行うために必要と認めたときは、そ

の申し出により会長はすみやかに臨時総会を招集しなければならない。	 

	 	 	 	 5.会長は、正会員の５分の１以上から会議の目的たる事項を示して請

求のあったときは、すみやかに臨時総会を招集しなければならない。	 

	 	 	 	 6.総会の招集は、その会議の付議すべき事項、日時、場所を記載した

書面あるいは機関誌により 10 日前までに通知しなくてはならない。	 

7．総会は会員の 1/3 の出席をもって成立する。	 

	 

（総会の議長）	 

	 	 第２３条	 

	 	 	 	 	 	 総会の議長は、出席正会員の中から選任する。	 

	 

（総会の決議事項）	 

	 	 第２４条	 

	 	 	 	 	 	 次の事項は、総会の議決を経なければならない。	 

	 	 	 (1)事業報告および収支決算	 

	 	 	 (2)事業計画および予算案	 

	 	 	 (3)役員の選任および解任	 

	 	 	 (4)会費の金額および徴収方法	 

	 	 	 (5)会則の変更	 

	 	 	 (6)解散およびこれに伴う財産処分	 

	 	 	 (7)その他、理事会において必要と認めた事項	 

	 	 

（会員からの議案の提出）	 

	 	 第２５条	 

	 	 	 	 	 	 総会においては、予め通知した事項に限り議決することができる。

ただし、出席した正会員の過半数の同意があるときは、この限りではな

い。	 
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（総会の議決）	 

	 	 第２６条	 

	 	 	 	 	 	 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。	 

	 

（総会議決事項の通知）	 

	 	 第２７条	 

	 	 	 	 	 	 総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知する。	 

	 

（議事録）	 

	 	 第２８条	 

	 	 	 	 	 	 総会においては、議事録を作成し、議長および出席者代表２名が署

名および押印の上、これを保存する。	 

	 

	 

第 5 章	 資産および会計	 
	 

（資産の構成）	 

	 	 第２９条	 

	 	 	 	 	 	 本会の資産は、次のとおりとする。	 

	 	 	 (1)会費	 

	 	 	 (2)事業に伴う収入	 

	 	 	 (3)寄附金	 

	 	 	 (4)別紙財産目録記載資産	 

	 	 	 (5)その他の収入	 

	 

（資産の管理）	 

	 	 第３０条	 

	 	 	 	 	 	 会長は、本会の資産を管理する。	 

	 

（事業計画）	 

	 	 第３１条	 

	 	 	 	 	 	 会長は、本会の事業計画ならびにこれに伴う収支予算を次年度事業

開始前に作成し、理事会および総会の承認を得なければならない。	 
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（収支決算）	 

	 	 第３２条	 

	 	 	 	 1.本会の収支決算は、毎事業年度終了後２か月以内に会長が作成し、

財産目録、貸借対照表、事業報告書ならびに会員の異動状況とともに監事

の意見をつけ、理事会および総会の承認を得なければならない。	 

	 	 	 	 2.本会の収支決算に剰余金があるときは、理事会および総会の承認を

うけて、翌年度に繰り越すものとする。	 

	 

（会計年度）	 

	 	 第３３条	 

	 	 	 	 	 	 本会の会計年度は、毎年 4月１日に始まり 3月 31 日に終わる。	 

	 

	 

第 6 章	 会則の変更および解散	 
	 

（会則の変更）	 

	 	 第３４条	 

	 	 	 	 	 	 この会則は、理事会および総会において、各々出席者の３分の２以

上の議決を得なければ変更することができない。	 

	 

（解散）	 

	 	 第３５条	 

	 	 	 	 	 	 本会の解散は、理事会および総会において、各々出席者の４分の３

以	 

上の議決を得なければならない。	 

	 

（残余財産の処分）	 

	 	 第３６条	 

	 	 	 	 	 	 本会の解散に伴う残余財産は、本会の趣旨に賛同あるいは共有の目

的を持つ学会あるいは機関などに寄附するものとする。	 

	 

	 

第 7 章	 選挙管理委員会	 
	 

（選挙管理委員会）	 
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	 	 第３７条	 

	 	 	 	 1.理事会は、委員長を正会員の中から選任する。	 

	 	 	 	 2.委員長は、正会員の中から３名の委員を選任して選挙管理委員会を

設置し、次期会長選挙を実施する。	 

	 

（選挙管理委員会の任期）	 

	 	 第３８条	 

	 	 	 	 	 	 委員の任期は、選任された日より次回総会の開催日とする。	 

	 

（選挙管理委員会の職務）	 

	 	 第３９条	 

	 	 	 	 1.委員会は、会長の任期満了５か月前までに選挙方法を決定し、理事

会の承認を得る。	 

	 	 	 	 2.委員会は、会長の任期満了４か月前までに選挙方法を公示するとと

もに、立候補者を公募する。	 

	 	 	 	 3.委員長は、現会長の任期満了前に第３９条で承認された選出方法に

基づいて、選挙を実施および終了させ、その結果を理事会および総会に報

する。	 

	 

第 8 章	 雑則	 
	 

（細則）	 

	 	 第４０条	 

	 	 	 	 	 	 この会則に定めるもののほか本会の事業運営上必要な規則は、理事

会の過半数の議決を得て、会長が別に定める。	 

	 

（会則改訂日）平成 25 年 3 月 24 日	 第 6 条変更	 平成 25 年 4 月 1 日施行	 

（会則改訂日）平成 25 年 3 月 24 日	 第 22 条追加	 平成 25 年 4 月 1 日施行	 


